
くらし
愛西市物価高騰対応支援金の
申請期限は6月30日です

くらし
令和７年度公文書公開・
自己情報開示等実施状況

くらし
６５歳以上の方の年金所得に係る
個人住民税は公的年金から

引き落とされます

市からのお知らせ

対象となる方／令和８年４月１日現
在、６５歳以上の公的年金受給者
のうち、前年中の年金所得に係
る個人住民税の納税義務者
※介護保険料が年金から引き落と
されていない方、引き落とされる
個人住民税の額が老齢基礎年
金などの額を超える方は対象に
はなりません。
　税務課　☎（５５）７１２３

3月下旬に届いた封筒に「愛西市
物価高騰対応支援金 申請書」が同
封されていた方は、6月30日（必着）
までにオンラインまたは郵送での申
請が必要です。
　また、一度申請していただいた場
合でも、不備のお知らせが届いた方
は、再度提出が必要となりますの
で、ご確認ください。
　6月30日を過ぎると申請できなく
なりますので、お忘れのないように
ご注意ください。
　申請書再発行のご依頼や申請書が
届いていない場合、ご不明な点がある
場合は、愛西市物価高騰対応支援金
コールセンターまでご連絡ください。
電話番号／
　☎0120(734)362
受付時間／
　午前8時30分～午後8時
　（土・日曜日、祝日も利用可能）
　経営企画課　☎(55)７１３３

　高齢者や聴覚に不安のある方が
安心して相談や手続きが出来るよ
う、高齢福祉課の窓口に「軟骨伝
導イヤホン」を設置しました。
　「軟骨伝導イヤホン」は、耳の入
り口付近の軟骨を振動させて音を
伝える軟骨伝導という仕組みを応
用した耳にやさしく、音漏れのしに
くいイヤホンです。
　高齢福祉課以外の窓口でもお使
いいただけますので、使用を希望す
る方は、お気軽にお声掛けください。

　高齢福祉課　☎（５５）7116

日時／６月１０日（水）、２３日（火）
　午前１０時～正午、午後1時～３時
場所／市役所　南館会議室１－６
内容／内職のお仕事をお探しの方
へ相談・あっせんを行います｡内
職のお仕事を出したいなど、事
業所も募集します。
持ち物／本人確認ができるもの
(免許証など)
　あいち労働総合支援フロア内
　県労働協会内職相談
　☎０５２（５６２）５０１６
　産業振興課　☎（５５）７１２８

公文書公開実施状況
愛西市情報公開条例第２１条の
規定に基づき、次のとおり令和７
年度公文書公開の実施状況につ
いて公表します。

自己情報開示等実施状況
愛西市個人情報の保護に関す

る法律施行条例第７条の規定に
基づき、次のとおり令和７年度自
己情報開示等の実施状況につい
て公表します。

総務課　☎（55）7120

くらし
軟骨伝導イヤホンを
設置しました

くらし
内職出張相談

公開請求件数

公開決定件数

（全部公開決定件数）

（部分公開決定件数）

非公開決定件数

公文書不存在件数

請求取下げ件数

審査請求件数

審査請求処理件数
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開示等請求件数

開示決定件数

（全部開示決定件数）

（部分開示決定件数）

不開示決定件数

不保有件数

請求取下げ件数

審査請求件数

審査請求処理件数
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ごみの散乱防止・不法投棄禁止‼
　紙くず・空き缶・ペットボトル・たばこの吸殻など、ポイ捨てをしないでください。道路や公園に散乱しているご
みは、地域の美観を損なうばかりでなく、快適な生活環境にも少なからず影響を与えることになります。
　私有地に不法投棄をされた場合、津島警察署へ通報してください。土地所有者又は管理者は、管理責任があ
るため、適正に処理する必要があります。防犯カメラの設置や草を刈る等をして、不法投棄されないための環境
づくりを行うことが大切です。　　　環境課　☎(55)7114
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